
建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱  

               （昭和６１年１２月２４日告示第１２１号）  

 

 （趣旨）  

第１条  この要綱は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７  

 条の５第１項及び第１６７条の１１第２項の規定に基づき、徳島市が発注す  

 る建設工事の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札（以下「入札」  

 という。）に参加する者について必要な資格、資格審査の申請の時期及び方  

 法等について、必要な事項を定めるものとする。  

 （入札に参加することができない者）  

第２条  次の各号の一に該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、入  

 札に参加することができない。  

 ⑴  当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者  

 ⑵  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 ⑶  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７  

  号）第３２条第１項各号に掲げる者  

 ⑷  建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく建設業の許可を受けて  

  いない者  

 ⑸  建設業法に基づく現に効力を有する経営事項審査を受けていない者  

 （申請書）  

第３条  入札に参加する資格（以下「資格」という。）の審査を受けようとす  

 る者（以下「申請者」という。）は、競争入札参加資格審査申請書（以下「  

 申請書」という。）に次の各号に掲げる書類をそれぞれ一部添付して、市長  

 に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めた書類に  

 ついては、この限りでない。  

 ⑴  建設業法に基づく建設業の許可を受けていることを証明する書面  

⑵  営業所一覧表  

⑶  技術職員の氏名資格等を記載した書面  

⑷  営業用機械器具の名称、種類、能力及び数量を記載した書面  

⑸  個人住民税の特別徴収の実施を証する書面  

⑹  法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては身分証明書  

⑺  国税、県税及び市税の納税証明書（国税については未納でないことの証明、

県税及び市税については未納の額がないことを証する書面）  

⑻  委任状（徳島県の区域外に主たる営業所を有する者（以下「県外業者」  

という。）で、年間委任する場合に限る。）  

⑼  経営事項審査の結果を証明する書面  

⑽  労働災害保険料及び社会保険料の納入を証する書面  

⑾  建設業労働災害防止協会加入証明書  

⑿  主たる営業所の写真と位置図（徳島県の区域内に主たる営業所を有する者

（以下「県内業者」という。）に限る。）  

⒀  土木施設に関するアドプト事業への参加を証する書面  



⒁  防災協定の締結を証する書面  

⒂  業者カード  

⒃  暴力団排除に関する誓約書  

⒄  その他市長が必要とする書類  

２  市長は、前項の申請書が提出された場合において、前項各号に掲げる書類  

 に不備がある時は、当該書類提出の時から１４日以内に補正を求め、当該期  

 間内に補正されない時はこれを却下する。  

３  第１項に掲げる申請書及びこの要綱に掲げる書類の様式については、市長  

 が別に定める。  

４  資格の審査申請を徳島県と共同して受付する場合は、申請者は、申請書及  

び第１項各号に掲げる書類のうち、徳島県と共通に必要とする書類（以下「  

共通審査書類」という。）については、第１項の規定にかかわらず、徳島県  

知事に提出しなければならない。  

 （申請書の提出期間）  

第４条  申請者は、平成２９年を最初の年とする隔年ごとの徳島県知事が定める

期間に徳島県知事に申請書及び共通審査書類、市長に前条第１項に規定する書

類（共通審査書類を除く。）を提出するものとする。  

２  前項に定める期間経過後において資格審査を受けようとするものは、別に徳

島県知事が定める期間に徳島県知事に申請書及び共通審査書類、市長に前条第

１項に規定する書類（共通審査書類を除く。）を提出するものとする。  

 （資格審査）  

第５条  市長は、前２条の規定により申請書の提出を受けたときは、次の各号  

 に掲げる項目についてそれぞれ当該各号に定める基準により審査し、資格に  

 適合すると認めた場合は、必要な等級に区分して資格に関する格付けを行う  

 ものとする。  

 ⑴  建設業法第２７条の２３第３項の規定に基づき国土交通大臣が定めた項  

  目、同項の基準に基づき国土交通大臣が定めた基準  

 ⑵  市長が特に必要と認めて別に定める項目、市長が別に定める基準  

２  前項の規定による格付けは、平成２９年６月１日を最初の期日とする隔年ご

 との６月１日に行うものとする。  

３  前条第２項の規定により申請書を提出し、審査を受けた資格に関する格付  

 けは、前項の規定にかかわらず、市長が定める日に行うものとする。  

 （資格の有効期間）  

第６条  資格の有効期間は、前条第２項に定める日から２年間とする。  

２  第４条第２項の規定により申請書を提出し、審査を受けた資格の有効期間  

 は、前項の規定にかかわらず、前項の期間の残存期間とする。  

 （格付けの変更）  

第６条の２  市長は、平成３０年６月１日を最初の期日とする隔年ごとの６月  

 １日において、現に資格を有する者（県内業者に限る。以下この条において  

 同じ。）に対し、第５条第１項各号に掲げる項目についてそれぞれ当該各号  

 に定める基準により審査し、必要な等級に区分して資格に関する格付けの変  



 更を行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、格  

 付けの変更を行わないことがある。  

２  市長は、格付けの変更を行う場合は、現に資格を有する者に対し、市長が  

 別に定める期間内において、必要と認める書類の提出を求めることができる。

３  第１項の規定による格付けの変更において、その直前の事業年度終了の日  

 を審査基準日とする経営事項審査で、現に資格を有している建設工事の工種  

 に係る総合評定値を付与されていない場合は、当該建設工事の工種に係る資  

 格を失うものとし、資格を有していない建設工事の工種に係る総合評定値を  

 付与されている場合は、当該建設工事の工種に係る資格を新たに付与するも  

 のとする。この場合における当該建設工事の工種に係る資格の有効期間は、  

 前条第１項に定める期間の残存期間とする。  

 （変更届）  

第７条  申請者は、次の各号の一に掲げる事項に変更があったときは、直ちに  

 競争入札参加資格審査申請変更届に第３条各号に掲げる書類のうち当該変更  

 に係る書類を添付して、市長に提出しなければならない。  

 ⑴  商号又は名称  

 ⑵  代表者の氏名又は役職  

 ⑶  主たる営業所の所在地又は電話番号  

 ⑷  許可を受けた建設業  

 ⑸  委任状（県外業者で年間委任している場合に限る。）  

 ⑹  その他市長が特に定める事項  

 （資格の取消し）  

第８条  市長は、第２条各号又は次の各号の一に該当すると認められる者の資  

 格を取り消し、その事実があった後２年間入札に参加させないことができる。

 その者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者  

 についても、また同様とする。  

 ⑴  契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は  

  物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者  

 ⑵  入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を阻害  

  し、若しくは不正の利益を得るために連合した者  

 ⑶  落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた  

  者  

 ⑷  監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

 ⑸  正当な理由がなくて契約を履行しなかった者  

 ⑹  契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の  

  請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者  

 ⑺  申請書及び添付書類に虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載を  

  しなかった者  

 ⑻  前各号の一に該当する事実があった後２年間を経過しない者を、契約の  

  履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者  

２  市長は、前項の規定により資格を取り消したときは、その者に通知するも  



 のとする。  

 （共同企業体の特例）  

第９条  市長は、必要があると認めるときは、共同企業体に関し、第３条から  

 前条までの規定にかかわらず、別に定めることがある。  

 

   附   則  

１  この告示は、昭和６２年１月１日から施行する。  

２  昭和４３年徳島市告示第２号（徳島市が発注する工事の請負契約に係る指  

 名競争入札に参加しようとする者に必要な資格及び要件を定める件。以下「  

 旧告示」と言う。）は廃止する。  

３  この告示の施行の際現に旧告示に基づく資格を有する者の資格については、

 なお、従前の例による。  

４  前項の場合において、当該資格の有効期限は、県内業者については昭和６  

 ２年７月末日まで、県外業者については同年９月末日までとする。  

５  この告示の施行の日の前日までに旧告示に基づき提出された申請書は、こ  

 の告示に基づき提出されたものとみなす。  

   附   則  

１  この告示は、平成元年２月４日から施行する。  

２  この告示の施行の際現に改正前の告示に基づき資格を有する者の資格につ  

 いては、なお従前の例による。この場合において、当該資格の有効期限は、  

 県内業者については平成元年５月末日までとする。  

   附   則  

１  この告示は、平成２年２月１日から施行する。  

   附   則  

１  この告示は、平成５年１２月１日から施行する。  

   附   則  

１  この告示は、平成１０年１２月１４日から施行する。  

   附   則  

１  この告示は、平成１１年５月２０日から施行する。  

   附   則  

１  この告示は、平成１２年４月１日から施行する。  

２  この告示の施行の際、現に指名競争入札に参加する資格を有する者は、こ  

 の告示の施行の日から県内業者にあっては平成１２年５月３１日まで、県外  

 業者にあっては平成１３年９月３０日までは、改正後の建設工事の請負契約  

 に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱に基づく資格を有す  

 る者とみなす。  

   附   則  

１  この告示は、平成１３年２月１日から施行する。  

２  この告示の施行の際、現に指名競争入札に参加する資格を有する者は、こ  

 の告示の施行の日から県外業者にあっては平成１３年９月３０日までは、改  

 正後の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審  



 査要綱に基づく資格を有する者とみなす。  

   附   則  

１  この告示は、平成１７年４月１日から施行する。  

   附   則  

 （施行期日）  

１  この告示は、平成２０年１２月１０日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この告示による改正後の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名  

競争入札参加資格審査要綱第４条第１号の規定にかかわらず、平成２１年に

おいて、徳島県の区域内に主たる営業所を有するものについては、同年１月

１５日から同年２月１６日まで（土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日を除く。）の期間に

競争入札参加資格審査申請書を提出するものとする。  

   附   則  

 この告示は、平成２５年６月１日から施行する。  

   附   則  

 この告示は、平成２６年１２月１５日から施行する。  

   附   則  

 この告示は、平成３０年１月１日から施行する。  


